施設レンタル契約書

本契約は、●●（以下「貸主」という。）と、●●（以下「借主」という。）との間で、貸主が所有又は管理する施設の利用に関して、以下のとおり締結される。

第1条（目的）
本契約は、貸主が管理する施設を、借主が一時的に利用するために必要な条件、料金、責任範囲その他の事項を定め、双方間の権利義務を明確にすることを目的とする。

第2条（施設の内容）
1. 本契約で貸し渡す施設（以下「本施設」という。）は以下のとおりとする。
　所在地：●●
　施設名称：●●
　附帯設備：●●
2. 借主は、本施設の仕様・広さ・設備等について事前に確認したうえで利用するものとする。

第3条（利用期間）
1. 借主が本施設を利用できる期間（以下「利用期間」という。）は、●年●月●日から●年●月●日までとする。
2. 利用時間帯は、●時から●時までとし、それ以外の時間帯の利用は事前の書面による承諾が必要とする。

第4条（利用料及び支払方法）
1. 借主は、貸主に対し、本施設の利用料として金●円（税込）を支払う。
2. 支払方法は以下のいずれかとする。
　(1) 事前振込
　(2) クレジットカード決済
　(3) その他貸主が指定した方法
3. 借主が利用料を支払期限までに支払わない場合、貸主は利用の拒否又は契約解除を行うことができる。

第5条（禁止事項）
借主は、本施設の利用において以下の行為をしてはならない。
1. 危険物の持込み
2. 施設・設備の改造・損壊
3. 定員を超える人数の利用
4. 大音量の発生、近隣の迷惑となる行為
5. 法令又は公序良俗に違反する行為
6. その他貸主が不適切と判断する行為

第6条（遵守義務）
1. 借主は、貸主の利用規則、注意事項、管理スタッフの指示に従うものとする。
2. 借主が団体で利用する場合は、責任者を定め、その者が利用者全体の管理にあたるものとする。

第7条（原状回復）
1. 借主は、利用期間終了後、本施設を原状に回復し、清掃・廃棄物処理等を完了したうえで返却しなければならない。
2. 借主の故意又は過失により施設又は設備に損害が生じた場合、借主は修復費用の全額を負担する。

第8条（事故・損害賠償）
1. 借主が利用中に第三者へ損害を与えた場合、借主がその責任を負う。
2. 貸主は、以下の場合に発生した損害について責任を負わない。
　(1) 借主の管理下にある利用者又は参加者による事故
　(2) 荷物・貴重品の紛失・盗難
　(3) 不可抗力（火災、停電、天災等）による損害
3. 借主の契約違反により貸主に損害が生じた場合、借主はその全額を賠償する。

第9条（キャンセル・変更）
1. 借主が予約をキャンセルする場合、以下のキャンセル料が発生する。
　・利用日の●日前〜●日前：利用料の●％
　・利用日の●日前〜当日：利用料の●％
2. 利用日の変更は、貸主が承認した場合に限り可能とする。

第10条（利用停止・契約解除）
1. 借主が以下のいずれかに該当した場合、貸主は利用停止又は契約解除を行うことができる。
　(1) 本契約に違反した場合
(2) 申込内容に虚偽があった場合
(3) 施設の管理運営に支障があると判断した場合
2. 前項の場合において、既に支払われた利用料は返還しないものとする。

第11条（不可抗力）
天災、災害、感染症拡大、行政措置その他不可抗力により本施設が利用不能となった場合、貸主はその責任を負わない。ただし、双方協議のうえ、代替日程の調整等に努めるものとする。

第12条（個人情報の取扱い）
貸主は、借主の個人情報を本契約の遂行に必要な範囲でのみ利用し、法令に従って適切に管理する。

第13条（契約の譲渡禁止）
借主は、貸主の承諾なく、本契約上の地位又は権利義務を第三者へ譲渡又は転貸してはならない。

第14条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、貸主と借主は誠意をもって協議し、円滑な解決を図る。

第15条（管轄裁判所）
本契約に関する紛争については、貸主の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、双方署名又は記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。







●年●月●日

【貸主】
住所：
名称：
代表者名：

【借主】
住所：
名称：
代表者名：

